
令和 4 年度 1次 厚生労働科学研究 申請概要

公募研究課題：医療機関内の医療事故の機能的な報告体制の構築のための研究 
（別添参照） 

＜研究目的＞ 

医療事故調査制度は、医療事故の再発防止を図る制度として平成 27 年 10 月 1
日に施行された。制度開始から令和 3 年 12 月末までの 6 年 3 ヶ月で｢医療事故｣

の発生報告は 2,248 件、続いて行われる院内事故調査の結果報告は 1,938 件であ

る。しかしながら、都道府県別医療事故発生報告件数は、人口当たりの補正の結

果、最大 5 倍の格差を認め、報告実績がない特定機能病院が 11 施設ある（令和

3 年 12 月末）など、事故対応への方策が均霑化していないという点で問題を残

している。そのため、医療事故の機能的な報告体制の確立、ならびに社会が納得

できる制度とするための検討が吃緊の課題である。

医療事故報告体制ガイドラインを作成し、医療事故の初期対応訓練を開発す

る。そして、既存の医療事故調査制度のセミナーへ導入することにより、全国の

医療機関の医療事故報告体制の質の向上を目指す。 

＜研究計画＞ 

・期間：令和 4 年 4 月～令和 6 年 3 月（2 年間）

・体制：①全国の医療事故報告体制の実態把握、②海外での医療事故報告体制の

調査、③医療事故調査の初期対応訓練の開発の、3 つのグループ（図 
1、2 参照）に分けて実施。 

・内容：

①医療事故の報告体制について実態把握

〇質問紙によるアンケート調査、および半構造化面接によるインタビュー調査

〇医療事故報告体制モデル作成

〇医療事故報告体制に関するガイドラインの作成と評価

②海外での医療事故の報告体制の調査

海外の医療事故報告体制のまとめを「医療事故報告体制に関するガイドライ

ン」作成時の資料とする。

③医療事故調査の初期対応訓練の開発

①で作成したガイドラインも参考に、病床規模や病院機能に応じた初期対応

の訓練方法を検討する。開発にあたっては、病床規模や病院機能に応じた汎用

性のある方法とする。最終的に、この標準的な訓練方法を既存のセミナー等に

導入し、全国展開する。

資料９
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